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１．事業の概要

（１）ＡＢＳ（遺伝子資源へのアクセスと利益配分、以下同じ）はＣＯＰ10

で「国際的枠組みの検討を終える」とされており、これに基づき日本に

おいても野生動植物の資源を管理し、アクセスを認め、利益の分配を受

けるようにする必要がある。

本事業は我が国の生物多様性の恵みである野生（２）上記の状況を踏まえ、

動植物種を対象として、地域個体群レベルで遺伝子情報を収集・整備し、

遺伝子レベルでその保全を図るとともに、持続的に様々な利用が確保さ

れるよう、関係する研究者や研究機関、動植物園・水族館等の連携協力

を得て、広く情報を管理・提供することを目標とする。

このため、本事業においては、①国内の野生動植物種について、生物

多様性保全のための国土区分に留意してリストアップ化を図りつつ、②

順次、標本や個体の採取地等の位置情報を含む遺伝子情報を新たに収集

・解析し、データベース化を進めるとともに生物多様性の恵みである野

生動植物資源を持続的に利用するため、関係機関や研究機関の保有する

情報を共有するプラットホームを整備する。

２．事業計画
H22 H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

野生動植物資源管理・利用ネットワーク
構想の策定
野生動植物資源に関する国内情報収集調
査
野生動植物資源に関する海外情報収集調
査
野生動植物資源管理・利用データベース
システム・プラットホームの検討
データベースシステム・プラットホーム
の構築
システムの運用

３．施策の効果

これにより、ＡＢＳの枠組合意に対応すべく、我が国の生物多様性を遺

伝子レベルで保全するとともに、生物多様性の恵みである野生動植物資源

を持続的に利用するための基礎的な情報基盤を整備することができる。ま

た「ポストCOP10」の生物多様性の保全に係る数値目標の達成状況を把握

するとともに、有効な保全施策の実施に資する。


